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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

９９※ 災害対策基本法の規定による指定地方公共 防災対策推進課

機関を指定した件

１００ 緊急防災等工事計画を定めた件 農山漁村振興課

１０１ 道路の区域を変更する件 高規格道路課

１０２ 道路の供用を開始する件 同

【公告】

番 号 表 題 担当課名

地方独立行政法人徳島県鳴門病院が実施し 医療政策課

た一般競争入札の落札者公告



徳
島
県
告
示
第
九
十
九
号

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

地
方
公
共
機
関
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
八
年
二
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

徳
島
県
石
油
商
業
組
合

徳
島
市
西
船
場
町
三
丁
目
九
―
一

令
和
八
年
二
月
二
十
日



徳
島
県
告
示
第
百
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
営
土
地
改
良
事
業
を
行
う
た
め
緊
急
防
災
等
工
事
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
緊
急
防
災
等
工
事
計
画
書
の
写

し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

地
区
名

仁
宇
の
た
め
池
地
区

二

縦
覧
期
間

令
和
八
年
三
月
三
日
か
ら

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

那
賀
町
役
場



徳
島
県
告
示
第
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
那
賀
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
八
年
二
月
二
十
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

一
般
国
道

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路

線

名

区

間

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

那
賀
郡
那
賀
町
成
瀬
字
中
郷
二
八
番

三
地
先
か
ら

旧

八
・
八
～
一
四
・
三

三
〇
・
〇

同

三
〇
番

一
九
三
号

一
地
先
ま
で

同

新

八
・
八
～
二
五
・
二

三
〇
・
〇



徳
島
県
告
示
第
百
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
八
年
二
月
二
十
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

阿
南
市
大
井
町
岡
田
四
二
番
地
先

９

阿
南
鷲
敷
日

か
ら

一
五
八
・
五

令
和
八
年
二
月
二
十
日

１

和
佐

同

六
〇
番
一
地

先
ま
で




